
急性呼吸器感染症（ARI）
サーベイランスについて
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急性呼吸器感染症(ARI) とは

• 急性呼吸器感染症(Acute Respiratory Infection：ARI)とは、

急性の上気道炎（鼻炎、副鼻腔炎、中耳炎、咽頭炎、喉頭炎）又は
下気道炎（気管支炎、細気管支炎、肺炎）を指す病原体による症候群
の総称。

➢ インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、RSウイルス感染症、
咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、ヘルパンギーナなど
が含まれる。

• 感染症法施行規則の改正により、令和７年４月７日から急性呼吸器感
染症が感染症法上の５類感染症に位置付けられ、定点サーベイランス
の対象となった。
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感染症発生動向調査事業
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①インフルエンザ ②COVID-19 ①インフルエンザ ②COVID-19

③急性呼吸器感染症

「咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のい
ずれか1つ以上の症状を呈し、発症から
10日以内の急性的な症状であり、かつ医
師が感染症を疑う外来症例

（今までの報告対象疾患）

追加

（改正後の報告対象疾患）

※①②と重複してもよい

急性呼吸器感染症の患者数報告イメージ例 【旧インフルエンザ/COVID-19定点】

今までどおり
変更なし
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県感染症情報センターHP（https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/c-idsc/index.html）

定点種別 定点数（R7.12.1時点）

急性呼吸器感染症定点 ７２

小児科/急性呼吸器感染症定点 １１２

１週間(月曜日から日曜日まで)を調査単位とし、
翌週の月曜日までに患者発生状況を保健所に届出

県感染症情報センターにて情報を集計・分析
原則、毎週水曜日に、県感染症情報センターHPに週報を公開

情報の提供・公開
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→ 令和7年11月10日付け
    厚生労働省告示第296号で指針制定（参考資料６）
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